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第 1章 総 則

(目 的)

第 1条 この規程は、遊漁船業の業務 (以下単に「業務」という。)の実施方法を定め、
登録を受 |すた遊漁船業者 (以下「事業者」という。)及びその事業者のもとで業務に

従事する者 (以下「従業者」という。)が、関係法令に従い、業務を適正かつ円滑に

行 うことを目白勺とします。

(法の遵守)

第 2条 事業者及び従業者は、遊漁船業の適正化に関する法律 (昭和 63年法律第 99号。
以下「法」という。)を遵守します。
2 事業者は、遊漁船業者登録簿 (以下「登録簿」という。)に記載されている遊漁船
で業務を行うこととし、登録簿に記載されていない船舶は使用しません。

(業務規程の遵守)

第 3条 事業者及び従業者は、この規程を遵守し、遊漁船の利用者 (以下単に「利用者」
という。)の安全を第一に考えるとともに、漁場を円滑に禾曝用するよう努めながら、
適正に業務を行います。

2 事業者は、登録簿に記載されている遊漁船の所有権の有無にかかわらず、その遊漁
船で業務を行う際には、この規程に従って業務を行い、業務の実施に関する責任は事

業者が持ちます。

3 事業者は、この規程に従って業務を行うために、営業所及び遊漁船にこの規程を備
え置きます。ただし、営業所における備置きは電子約手段により行うことができます。

4 営業所又は遊漁船において、登録した都道府県知事 (以下『知事」という。)、 案
内する漁場を管轄する都道府県知事、海上保安機関又は警察機関から、この規程の提

示を求められたときは、速やかに提示します。

5 事業者は、この規程を変更する場合は、変更後の業務規程により業務を実施する日
までに業務規程変更届出書及び変更後の業務規程を女層事に届け出ます。

また、業務規程の記載事項のうち遊漁船業務主任者が受けた講習の日時や船長の特

定操縦免許の有効期限等、変更前の届期が困難な事項については、変更驀の再付で業

務規程変更届出書を作成し、根拠書類 (特定操縦免許等の写し)と ともに属け出ます.



第 2章 利用者の安全管理 !こ係る体制等に関する事項

(業務の実施体制等)

第 4条 事業者、遊漁船業務主任者 (以下「業務主任者」と|い う。)、 船長、海止保安
機関その他の関係機関との連絡に係る責任者 (以下「連絡責任者」という。)、 所属

する団体及び営業期間は、別表確のとおりです。なお、連絡責任者は、営業中は陸上

にいて洋上の船長及び業務主任者と連絡がとれる者を選任します。

2 事業者は、利用者の安全が確保されるよう、従業者の労働環境に十分配慮します。

(船長、業務主任者その他の従業者の確保)

第 5条 事業者 |ま、運航する遊漁船の数及びその規格に応じた船長、業務主任者その他
の必要な従業者を確保します。

2 前項の従業者の氏鳥、その有する資格及び講習の有効期間は、別表 1の とおりです。

(案内する漁場の位置及び当該漁場における安全管理の体制)

第 6条 利用者を案内するi;縄場及び採捕させる主な水産動植物は、別表 2に定めるとお
りとします.

2 事業者は、利用者を立入禁止の場所へ案内することは行いません。
3 船長及び業務主任者は、案内する漁場において禾11用者の安全が確保されるよう、別
表 2に定める安全管理を実施します。

(遊漁船の′f系留場所等)

第 7条 事業者 !ま、1遊漁船業を行 う|こ当たって、遊漁鉛を簿電表 3に定めるところに係留
します。

2利 用者が遊漁船 |こ乗降する場所 〈磯綾寺等の誅場で乗降する場審粧攀ば曹 )|ま、安
全が確保されるよう、別表 3に定めるとおりとします。

(利用者仰安全の確保を図るために必要な設傭の整備等 )

第 8条 使用する遊漁船の総 トン数、長さ、定員、航行区域、通信設備及び救命設備 (船
の種類や航行区域等に応じて国土交通省が定める要件に適合するものであること。)、

遊漁船の所有、登録簿の記載の状況及び使用状況等は、別表 4の とおりです。
2 事業者は、利用者が落水した場合に船上への引揚げを補助できるはしご等を遊漁船
に備えます。



(役務の内容の明示 )

第 9条 利用者に対し、遊漁船の不」用に関する契約をする前に、案内する漁場の位置、
採捕させる主な水産動植物の種類及び漁場に案内する時間等の役務の内容について、

わかりやすいように明示します。

2 気象又は海象等の状況の悪化に伴 う出航中止基準及び帰航基準について、利用者に
対し、事前 iこ説明します。

(救命胴衣の着用)

第 10条 船長及び業務主任者は、救命胴衣 (船に41蘭え付 |すられ、又は持ち込まれた、船
の種類や航行区域に応じて轟土交通省が定める要件に適合するもの。)の着用に関し、

利用者に対し以下の措置を講じます.

一 乗船する際の転落に備えるため、救命胴衣を着用させた上で乗船させます。
二 乗船中は、船室内にいる場合を除き、常に救命胴衣を着用させます。
三 12歳未満の小児には、乗船中は、常に救命胴衣を着用させます。
四 前三号に掲げるもののほか、気象又は海象等の悪化等、利用者の安全確保のため
に必要と判断した場合は、救命胴衣を着用させます。

う場合、船長及び業務主任者は、救命綱衣の着澤に関し、

前項各号の「 胴衣 (国土交通省が 以上の性能を

有するもの。)」 と読み替え 瀬渡し先においても、利用者

に対し常に る要件 と同等以上の性能を有 着用させま

(出航前の検査及び確認 )

第 11条 船長は、出航前及び帰港後に船舶が航海に支障ないかどうか、航海に必要な準
備が整っているかどうかについて、別表 5の 1の項曰を点検します.

2 船長は、当日出航前検査を実施した事項のほか、船体、機関、諸設備及び諸::葵置、
係留施設 (浮き桟橋、岸壁、ビット、防舷材等)、 乗降用施設 (タ ラップ、歩み板等)、

転落防止施設 (ハン ドレール、チェーン等)等について、営業日において|ま、原員I」 とし

て1目 1国以上点検を実施します。

3 業務主任者は轟航前の検査が適切に実施されているかを確認するとともに、その内
容を記録し、事業者に提出します。事業者はその記録を 1年保管します。

4 船長及び業務主任者は、前三項の点検中、異常を発見したときは、機器等について
修復、交換等の措置を講ずるとともに、必要に応じて出航を申止します。なお、当該

施設が漁港管理者その他の者の管理に属するものである場合は、当該施設の管理者に

通知して、その修復、交換等を求めます。



徹 酒等の禁止及び健康の確認 )

第 12条 業務主任者は、出航前に、自ら、船長及び乗船しようとする従業者に対し、男じ
表 5の 2に掲げる事項について確認し、確認を行った旨を記録し、事業者に提出しま

す。事業者はその記録を 1年間保存します。

2 船長、業務主任者及び従業者は、以下のいずれかの状態である場合には、業務を実
施しません。

一 飲酒等の後、正常な業務ができない状態
二 呼気 lリ ットル中のアルコール濃度が 0,15m g以 上である状態
3 事業者は、船長、業務主任者及び従業者が、前項各号のいずれかの状態である場合
には、業務を実施させません。

(航行中又lま採捕中において船長及び業務主任者が遵守すべき事項)

第 13条 船長は、船舶安全法 (昭和 8年法律細 1号)、 港則法 (昭和 23年法律第 174
号)、 船尭白職員及び小壁船離操縦者法 (昭不目26年法律第 149号)、 海上交通安全法

(勤召和 47年法律第 菫15号)、 海上衝突予防法 (昭和 52年法律第 62号)等の海上に

おける安全法令を遵守して安全な航行をするとともに、航行申の利用者の安全の確保

に十分な注意を払います。

2 船長は、利用者に水産動植物を採捕させている間は、他の船舶と衝突しないよう、
常時、適切な見張りを行い、他の船舶の動静把握に努めるとともに、適切な操船をす

るほか、船長及び業務主任者は、利澤者の安全の確保を図るために、別表 6に定める

とおりに行動します.

(出航中止基準)

第 14条 事業者は、別表 7に定める轟航中止基準によって、遊漁船の出航を判断します。
臨航中止基準に基づき畠航中止が決まった場合は、直ちに船長に出航申止を指示しま

す。

2 船長及び業務主任者は、自らの経験や気象及び海象等の予測情報等に基づき気象又
|ま海象等の1メξ況が悪化し利羅者が危険になると予測される場合は、出航中止基準に達

しない状況 :こおいても襲航を保留し、事業者と協議することとします。この際、業務

主任者 :ま、事業者による遊漁船の出航に係る判断に関し、必要な意見をi」iべることと

し、事業者と縫長及び業務主任者の出航についての判断がそれぞれ異なる場合は、出

航を見合わせることとします。

(帰航基準)



第 15条 船長及び業務主任者は、別表 7に定める帰航基準に達した場合又は自らの経験
や気象及び海象等の予測情報等に基づき気象若 しくは海象等の状況が悪化し利用者

が危険になると予測される場合は、遊漁船を安全な場所に帰航させるまでに要する時

間を考え、遊漁船を漁場から帰航させます。

(気象又は海象等が悪化した場合の対処)

第 籠6条 船長は、気象又は海象等の状況が悪化した場合は、別表 8に定めるとおりに対
処します。

2 船長及び業務主任者は、気象又は海象等が悪化した場合は、前条及び前項にある必
要な措置をとった上で、連絡責任者に連絡します。

(海難その他の異常の事態が発生した場合の対処及び体制 )

第 17条 海難その他の異常の事態 (以下 聰 難等」という。)が発生した場合は、次の
ことを基本として、船長、業務主任者及び従業者が必要な措置を講じます。

① 人命の安全の確保を最優先とします。
② 事故の拡大防止のための措置を講じます。
③ 利用者の不安を除去するための措置を講じます。
2 船長及び業務主任者は、1海難等が発生したときは、前項の必要な措置をとり、オll罵
者の安全の確保をはかった上で、別表 9に定める連絡方法により、速やかに海上保安

機関その他の関係機関 (以下「海上保安機関等」というさ)に連絡をします。その後、

連絡責任者 |こ事故の状況を連絡します。

3 連絡責任者は、海難等の発生を無ったときは、ただちに医療救護が必要な場合は救
急車の手配及び医療機関への連絡等必要な措置をとるとともに、速やかに利用者の自

宅に連絡します。

4 法に基づき、法第 19条の基準に該当する事故が起きた場合には、速やかに、知事に
その概要及び事故処理の状況等について別記様式第 1号によって報告します。



第 3章 業務の適正な運営を図るための従業者の教育に関する事項

(従業者等の教育・訓練)

第 18条 事業者は、法で定められた業務主任者の選任基準に適合させるように、業務主
任者 |こ遊漁船業務主任者講習 (以下「業務主任者講習」という。)を受講させます。
2 事業者は、自ら、船長及びその従業者が適正に業務を実施できるよう、この規程の
内容及び地域の気象及び海象等、漁場のルール等についての教育を実施するほか、業

務主任者講習以外の都道府県等が開催する講習があった場合は積極的に参加 します。

3 事業者は、自ら、船長及びその従業者が適確に落水者を救助できるよう、落水者の
発生を想定した定難的な訓練を行います.



第 4章 その他遊漁船業の実施に関し必要な事項

(安全に関する情報の収集及び伝達 )

第 19条 事業者は、利用者の安全の確保を図るため、遊漁船の出航前及び出航してから
帰航するまでの間、別表 10(1)の とおり情報を収集し、出航の申止及び帰航等を判
断するとともに、遊漁船で業務を行 う船長又は業務主任者に対し、確実に伝達及び必

要な指示を行いますc

(安全の確保のため,こ利用者が遵守すべき事項の周知及び指示 )

第 20条 業務主任者は、利用者に対し、別表 11の方法により同表に定める内容を出航
前及び漁場において周知します。

2 業務主任者は、同知した遵守事項を利用者が遵守していないときは、遵守するよう
に指示します。

(情報公表に関する事項)

第 21条 事業者は、法に基づき、利用者の安全の確保及び利益の保護を図るために講じ
た措置及び講じようとする措置等の情報として、別表 4、 6、 7、 8、 10、 11そのも

のに加え、別表 12に掲げる情報及びその他の安全管理のために特別に実施している取

組の内容をインターネットに公表します。

(漁場の安定的な利用の確保等に関する情報の収集及び伝達 )

第 22条 事業者は、漁場の安定的な利用関係の確保を図るため、遊漁船の出航前に、別
表 10(2)に 定める情報を収集 し、遊漁船で業務を行 う業務主任者に確実に伝えます。

(水産動植物を採捕する際に利用者が遵守すべき事項の周知及び指示 )

第 23条 事業者又は事業者から指示を受けた業務主任者は、法第 16条に基づいて、利
用者に対し、別表 13の方法により同表に定める案内する漁場にお :する水産動植物の

採捕に関する制限又は禁止及び漁場の使用に関する制限の内容を確実に周知 しますっ

2 業務主任者は、周無した遵守事項を禾1掘者が遵守していないときは、遵守するよう
に指示します。

3 業務主任者は、利用者を保護するため、男じ表 13の定めるところにより、利用者が違



法な採捕等を行わないよう行動 します。

(乗務記録)

第 24条 業務主任者 |よ、乗船したときは、当該乗船に関する事項について、遊漁船業の
適正化に関する法律施行規員|」 (以下「規則」という。)第 15条の規定に基づき、簿1記

様式第 2号のとおり乗務記録を作成し、事業者に提出します。事業者はその記録を 1

年間保存します。

(実務研修の記録)

第 25条 業務主任者は、規員」第 14条の規定に基づく実務研修を行った際は、規貝ll第 15
条の規定に基づき、別講様式第 3号のとおり実務研修の内容を記録し、事業者に提出

します。事業者はその記録を 1年間保存します.

(水産施策への協力)

第 26条 事業者は、水産基本法 (平成 13年法律第 89号)第 6条第 2項に定めてあると
おり、水産動植物の採捕及びこれに関する活動を行う|こ際しては、国及び地方公共団

体が行う水産に関する施策の実施について協力します。

2 事業者は、地方公共団体の指導に従い、漁業者、fl出の遊漁船業者等の漁場の利用者
(以下 鞭 業者等」という。)と協力をして、秩序ある漁場利用を図るとともに、漁

場保全及び資源保護に努めます。

3 業務主任者は、禾:;用者に対し、利帰者が採捕した水産動植物について、国及び地方
公共団体が取り組む採捕量調査に協力するよう指導します。

(地域の取決め等の尊重)

第 27条 事業者は、案内する漁場について、漁業者等との調和のとれた利用及び保全並
びに資源保護を図るため、法に基づく協議会や海面利用協議会等の地域での話し合い

の場 :こ積極的:こ参加し、漁業者等との話合いを促進するよう努めます。

2 事業者は、遊漁船業を営む区域内に、法 !こ基づく協議会において協議が調った漁場
千麟用の取決め等がある場合は、それらの内容について尊重します。

3 事業者は、案内する漁場において海面利用協議会が推奨している漁場利用協定や漁
場慣行等がある場合は、それらのうち水産動植物の採捕及び漁場利用に係る内容につ

いて尊重します。

(漁具破損の防止)

第23条 船長!ま、案内する漁場|こおいて定置網その他の漁具が設置されている場合は、



漁具を破損させないように、漁具に近寄らない等適切な方法で業務を行います。

鍵 漁中に発生したゴミ等の取扱い)

第 29条 業務主任者は、利用者に対し、遊漁中に発生した不要となった漁具その他のゴ

ミ等を漁場や港に捨てないよう指導をします。

2 業務主任者及び従業者は、業務の中で生じたゴミ等は持ち帰 り、 1∫弔航後に適切に処

理します。



登録番号 氏名又は名称 緒方裕次郎

作成碑 R7  12′ /′ 15 変更 目 1 2

別表 1 の

事業者の氏名又 :ま名称 (法人にあ
っては代表者の氏名も記入 )

緒方裕次郎

業務主任者

船長
免許の 免許

lo

t8「 t午

連絡責任者※ ri e,0419.04120
gmail,colll

080-3379- 78

レ ス

佐伯市弥生門田

1870-1

従業者※の人数 2 人

ホームページ等インターネット上
で公表する情報を公表する手段の

有無※ (該当にO)

()無(0) 有

漁業協同組
/ゝ
口

事業協同組合
企業協同組合等

任意団体
法第 28条に基づ

く協議会

大分県漁 l島

鶴見支店

所属 している団体等
(該当するもの全てを

記入 )

0972-33-1121

営業期間
(該当に○)

(○ )通年 () 月  目 月   日

船名 船舶検査証の

航行区域
致9
０
０
「
五沿海区童一Ｗパ

遊漁船

e S,Pleasure  限定捨海区域    R13,7.盆 9

上記の遊漁船のうち同時に営業する隻数 2 隻

/ 3:

:瓢iξ

「

~~~~~~~

1名称

「

~~~~~~

1連絡先

19



※同時に営業する隻数に対して:輛否裏戻「び業務琵百粟面荘豪雨雨吾デ
る場合はその理由を記載
( )

1
し
'

る 、その他乗組員、連絡責任者

ンターネットでの公表が不可能な場合は、営業所において、利燿者にわかりやすいよ
提示.,

し｀

:事業者の



5 変更口 2

3

遊漁船
の名称

主要な時期 係留等場所の

位置 。名称
係留等場所・施設
の管理者

遊漁船の

係留場所

0.S,Pleasure

OS.Fleasuro

OS、 PleaSuFe

年
　
年
　
年

通
　
通
　
通

佐伯市葛港

佐伯市葛港

佐伯市葛港

Ir{:./,ta il"

利用者の
乗降場所

OS.PleaSuFe

OS.Pleastl・・e

eSflCaSLire

年
　
年
　
年

通
　
通
　
通

″
守りム■

′
′１
■

係留場所 :こ同じ

同 じ

作成 目 1 /



暴碁 時一難
案暮事各
轟場の住墨
※

冥一■その他
4-― ―――一井

船率 時―難
案内事る

漁場の住書
※

採捕喜せる主な
来基動格物0種類

採捕させる主な
基藤動権物奪種類

■■‐ギ響譜携逃唇
4→尋幌時二鋼誹躍黎
+■ ―桑降時の賽金確認

■―卜乗客の安全確認4停
調導輪:胴森暮鼎饗購騨幹
4-卜僚船二睦基とつ華喉
交換長気象一海象等ト
+期 篠 攀 掛 緯
い漂携物の確認
■ニトその他

:|)|:(j:li::::蓋 :]=〕
:::瑾

::,― lilll年1」|:||:ζ :::I・イlili::i:::言 ::||こ■
:`:二:I準工 :1::::・

:ミ::ilマ
‐
=」
:1:::卜
::]::|―
二
=:11:i:[:]:::蒙 :::・

:1)|'こ ::t:)る二」::::1電 |:|):ヽは 11::|:i拳 :lil。



登録番号 氏名又は名称

作成 目 R7 12///15 変更日 2

到表4(金 2 の 1 枚目)遊 卜 翼
」r
O 及び通 等

旅客定員又|ま
利用定員

船舶番摯、漁船登録

番号等 総 トン:|:健 長 さ

航行藝域 (該当にC13)

遊漁船の使用状況 (該当にO)

遊漁船の記載状況 (該当

|こ○)

整

理

番

号

遊漁船∞

名称

船舶の所有状況 (該当に

○)

通信設備※

の状況

(該当に○)

救命設備Xl
の状況

(該当に○)

業務形態

主たる業務 :◎

その他全て :○

G質ち ‐■しヽ ■ク

第2繁-1空詢号 2.81ヽン 6,12111 7 メ、

( )平水・ (○)限定沿海・ ( )沿海・ ( )遠洋、近海
( )遊漁船専用・ (O)漁船と兼jT],( )他 使用と兼用

)単独記載
)重複記載

0 S. Pleasule

(○ )当 己所有船舶・

( )他者所有船舶

ヵ〔だ)改
良壁救命い

〔  )EPIRB (プ ト督1・
用位置等発信装置)
( )AIS(1合舶自
動識別装置)

( )その他
(     )

(0)業務用無線
( )衛墨電話

〔 )その他

(      )

Ｋ

つ

―́
一
　
１１
単

け

Ｌ

・１１

約
渡

切

解
瀬

そ

○
2

)

第294 - 25021号
むて■_‐L讐 2,E 11.6 1n 12 人4.辱 トン

( )平水。 (0)iζ晨定沿海。( り給海 '( )遠洋、近海
( )遊漁船専用・ (0)漁船と兼用 。 ( )他使用と兼用

:薇:醜

0 S.PleaSuFe

( )自 己所有船舶・
(〇)他者所有船舶

(○)業務用無線
( )衛星電話

( )その他

〔     )

ぶだ)改良型救命い

斎位≧翠:発指襲野
( )AIS(1合 1自由
動識別装置)

( )その他
(       )

〔°;尿ぜ※2
1 )そ
の他
 )

弄雙茫裔蓼源曇畠
て ( )多客期にチャーターするため
( )その他 (

※ 1 通信設備及 |こついて Iま、 区域等に応じて国主交通省が定める要件に適合す

るものであること,
※2 利用者を特定の場所に下船させて水産動植物を採捕させる業態を指し、磯渡む、筏波し、防波堤渡し、
沖で干出する場所での潮千狩り等が該当 (法令等で立入禁上の場所:こ渡すことはできない)ョ
※3 他の事業者の遊漁船として登録簿に記載されている船舶を当該事業者の遊漁船としても記載されてい
るもの。

緒方裕次秦

1 /  :31  / /



緒方裕次 |称

作成日 15R7  1 変更覇 1 / 121  / / :o・
:0,

案内する漁場を
管轄する都道府県名

大分県

2 る

安全管理を行 う者 業務主任者 緒方裕次郎.稲葉和俊

については、 図

り

船名 時 期
案内する
漁場の位置 ):t

採捕させる主な
水産動檀物の種類

漁場における安全管理
の方法 (該当にO)

OSt Pleasllre 通年 豊後水道 .

佐イ農湾

イ

・

タ

カ

キ

ン・

■
′
Ｉ
′

■

プ

‥

″

イ
ブ

ア ジ

ES. Pleasure 通年

ヽ

豊後水道
佐伯湾

イサキ.タイ,アジ
ブジ.イカ.

es,Pleasぱ e 通年 豊後水道
佐儀湾

イサキ.タイ.アジ
プリ.イ カ.

(○)周 囲の見回り
(○)船内の見回り
( )乗客の安全管理
(体調、救命月同衣着用の

確認等 )
( )僚船・陸上との情
報交換 (気象 。海象等 )
( )航行に影響 しかね
ない漂流物の確認等
(0)そ の他 ( 口頭で
の指示 )



緒方裕υ登録番号 氏名又は名称

3:R7 12シ′15 変更目 1 / 12:  /作成博

4(全 2 枚の 2 枚目}遊 漁離の総 トン 及び通信設確等

※ ]通 信設備及 :こついては、船の種類や航行区域等に応 じて国土交通省が定める要件に適合す

るものであることG

※2 千i!用者を特定の場所に下船させて水産動植物を採捕させる薬態を指し、磯渡し、篠渡し、防波堤渡し、
沖で千出する場所での潮千作り等が該当 (法令等で立入禁上の場所に渡すこと|まできない

.)っ

X3 他の事業者の遊油船として登録簿:こ記載されている船舟白を当該事業者の遊漁船としても記載されてい
るもの。

船舶番号、漁船登録

番号等 総 トン数 長 さ
旅客定員又は

利用定員

航行区域 (該当にO)

遊漁船の使用状況 (該当にO)

遊漁船の記載状況 (該当

に○)

通信設備※

の状況

(該当に〇)

救命設 {「驚※ l

の状況

(該当にO)

業務形態

主たる業経 ◎

その他全て :○

整

理

番

号

遊漁船の

名称

船舶σ〕所有状況 (該当に

〇)

6.86nll 5人■ヽ 1

5号 1,7レ

( )平水 。 (0)限定沿海・ r )沿海・ ( )遠洋、近海
( )遊漁船専用 ,(○)漁船と兼用 。 ( )他使用と兼用

( )単独記裁・

( )重複記載

(〔))舟含ま句り
( )瀬渡し),:(2

( )その他

( )

(○)業務用無線

( )衛星電話

( )その他

(      )

ぶだ)改良型救命
い

轟位醤撃翼謄髪蓼
( )AIS(綺合縛当自
動識別装置)

( )その他
(      )

0 S. Fleasure

( )自 己所有船り:it'
(○ )他者所有船舶

|ヽ ン 11■ 人
第 号

( )平水 。 ( )限定沿海・ ( )沿海 '( )遠権 _重整
( )遊漁船専用 ,( )漁船と兼用・ ( )他使用と兼用

|1錮轟

( )船釣 り
( )瀬渡し※ 2

1 
〕その他
 )

( )自 己所有船舶
( )他者所有船舶

( )業務用無線

( )衛星電話

( )その他

(     )

( )改良型救命い
かだ

(  )EPIR3 (づ卜髯1・
用位置等発信装 i・置)

( )AIS(舟 l:1白 自
動識芳ll装置)

( )その他
(       )

( )多客‐期にチャーターするため
( )その他 (

重複記載※ 3して
いる場合の事由

卜7奪46



号 氏名ユ 1ま名
:称
糸

作成日 R7 12/′ 15 変更驀 1 2 3:

別表 5の で 出航前の検査関係 (検査項目例 )

船体の検査

l 船体に亀裂や破回はないか。

2 エンジンルームや船底のビルジ (汚水)の量は普段より多くないか。
エンジンの検査

い
く
り 航海計画に見合った燃料は十分にあるか。

4 燃料コック (バルプ)!ま開いているか。

燃料フィルターやセジメンター (油水分高fi器)にゴミや水分の混入はないか。
5 エンジンオイル (潤滑油)の量は十分か。
6 冷却清水の量は十分か。

7 バッテリーの液量 |ま十分か。また、ターミナルは十分締め付けられているか。

バンテリーの耐用年数は切れていないか。

救命設備等その他の検査

〔
バ
） 救命胴衣を着用したか。利用者に救命胴衣を着用させたカヽ

9 通信手段の充電量、予備バ ッテリーを確認 したか。

10 気象 。海象情報、水路情報は確認したか。

11 船の種類や航行区域等に応じて国土交通省が定める要件に適合した通信設備及び

救命設備を搭載しているか。

12 落水者救堀 の梯子は使用可能か。

13 しの際に使用す ステップ等 してい 力ゝ

14 釣具・漁具等が安全な状態に設置・格納されているか。

エンジン始動後のエンジンの状態観

15 回転計、冷却水温度計、油圧計、電流計、電圧計は正常値を指しているか。

16 冷却用の海水は通常どおりの量や勢いで排出されているか。

17 エンジンから異常な音やにおいは出ていなしヽか .



出航前検査記録簿  (様式例 )

確認項目
/
/

ノ
/

ノ
/

/
/

ノ
/

ノ
/

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12

13

14

15

16

17

備考 (異常

時の対応

等 )

確認者名

※確認時に項 目に/を入れる。



躍理表 5の 2 発航前の縫長及び従業者への酒気帯びの有無 "健康確認  (様式例 )

アルコール等検査記録簿

酒気帯びの有無

1 顔色、呼気の臭い、応答の状況により灌気帯びの有無.

2 アルコール検査器による検査。

健康状態の確認

3 安全に業務を行える状態か。

氏名 検査日時 検査場所 検査者 アルコー

ル検査器
の検査結

果 (数値 )

酒気

帯びの

有無

の務

行

否

業

実

可

押豊 塁

υ目‐つ



7346 氏峯又は名称

獄7  1 15 変更日 1 2 3

6 の た 主 べ き

航行中及び利用者が水産動植物を採捕している間、船長及び業務主任者は以下のとお

り行動します。

○一般的事項
。出航から帰航するまでの間は、飲酒はしません。また、藩気を帯びて漁場に案内しま

せん。
・航行中、波の影響 :こより船体が動揺するときは、渡の状況について適切な見張りを行

うとともに、波に対する進路の変更を行い、かつ、安全な速力まで十分な減速を行 う

こと:こ より、船体動揺の軽減に努めます。
・航行中、波の影響により船体が動揺して危険が予想されるときは、利用者に対して動

揺が比較的/』 さヽい船体中央より後方の部分に乗船するよう指導します
。乗船申は、船室内にいる場合を除き、救命月同衣 (船に備え付けられ、又は持ち込まれ

た、総舶の種類や航行区域に応じて国土交通省が定める要件にii菫合するものをいいま

す。以下鋼じ。)を着用しますc
`乗船中は、鬼合室内にいる場合を除き、利用者に常に救命胴衣を着用させます。
。12歳未満り小児には、乗船中は、常に救命綱衣を着用させます。
・利用者の乗降場所から漁場又!ま漁場から漁場までの間における岩場、浅瀬、河川域、

防波堤、定置網、養殖施設等を調査し、危険性の評価を行い、特に危険と認められる

場所について、男:1添にとりまとめ、安全に航行できる航路、避険線等の設定を行いま

す。
・航行中はCPSプ ロッター等を利用して自船の位置を確認し、上記で設定した航路の航行

、避険線に基づいた安全な航行を行います。
・随時、気象や海象等 :こ関する情報収集を行い、気象又は海象等の状況の悪化等、利用

者の安全の確保のために必要と判断される場合は、船室内においても利用者に救命胴

衣を着用させます。
。その他 (                         )
○船釣りをする場合
,利用者を案内している間は、船長及び業務主任者は自ら釣りをしません。

○瀬渡しをする場合
・利用者の安全確認のため、渡した磯等を定期的に巡回します。
や磯等において、利用者には常に国土交ti邑省が定める要件と同等以上の性能を有する救

命胴衣を着用させます。
・磯等において採構を終了した利用者を収容し1'請航する際、希ξ用者が遊漁船に乗船 して

いることを確認します.

○体験漁業 (観光定置、観光底びき等)をする場合
・利用者が網揚げ等をしている間、千1」用者に危険が生じないよう安全に操業します。

/作成曰 /



利用者の乗降場所から漁場又|ま漁場から漁場までの間:こおける特に危険と認められる場
所 (該当箇所を記入)

岩場

住伯市鶴見水の子灯台付近

浅瀬

佐伯市鶴見元の間海峡付近

河川域
番匠川河口付近

防渡堤
佐儀市鶴見大島の浮き大型防波堤付近

定置網
佐伯湾恭における小型定置網

養殖施設
佐僧湾内における養殖施設

その他

自̈」蟹こ⊆と位運壼i≦」壺」壺」三1二_菫饉墜⊇菫奎璽型望二輩除線に基づいた航行の確認方法

GPSプ ロッター等



卜7346 氏名又は名称

園 2/15 変更目 2

7 出航申止基準及

出航中止

基準
出航の可否の判断は、以下の方法により行います。 (該当|こ○)

(○ )i:ま独の.判断 ( )団体による判断

出航地や案内する漁場、出航地から案
内する漁場までの間において、以下のい
ずれかの状況となっている場合、出航を
中止します。

・海上警報 (風、露等)、 波浪警報、津
波警静 注意報の発令申

m以上
m以上
m未満

ある
`事業者、船長又は業務主任者のうち、
いずれか l名でも危険と判断したとき
tそのイ[11
(                                          )

出航地の波高
出航地の風速
轟航地の視程
・落雷のおそれが

2

10

500

出航中止の判断は、以下のとお り
まヽす。
止 断する

又

登録番号
別紙 1の とお り

出航申止の判断の方法
別紙 2の とお り

③
び

④

帰航基準 案内する漁場において、
とします。
・海上警報 (風、霧等)、
・利用者に急病人やケガ人
漁場における波高
漁場における風速
漁場における視程
・落露のおそれがあるとき
。上記の他、千lf用者の安全
'その他 (

以下のいずれかの状況に至った場合、帰航すること

渡浪警報
が出たと

の発令

m以上
m以上
in未満

の確保が困難になると予想 されるとき

2

10

500

登録番号

R7 / / 31 / /

くの代表者、連絡う

t表者
運曇基」



登録番号 た分7346 氏名又は名称

作成日 R7 12//15 変更日 2: 3:

8 1≧ し の対処

気象又は海象等の
状況が悪化した場
合の避難する場所

出航 した に できなし をしま

記の他、 できる
場所に避難 します。

案内する漁場の位置 避難する港

豊後水道 佐催市鶴見大島漁港

佐イ自湾内 佐伯市鶴見中越漁港

瀬姜|じ―率:無率:諄・義;波場等纏.裏

'事

1鴫i等;襲:そi導場合:

磯等劃野認発導

欄4連絡方法※
峯該喜任0■

磯等■遊線船の集
客塞長を超晃纂利
丹者を渡事業務尋

彩態の場合毎募亭
モ馨、事難響峯剰昇
春を収容与帰携喜
せる募法

滓膜警:驀準海暮報が
発会暮れた場合の

難応

‐絡事ぃる藁

ノ / / /

■―)→発器編騒懇
4-■衛墨露議
裏―卜利昇挙■纏もた発煙得



登録番号 氏名又は名称 緒方裕次郎

作成 [| R7 12′//15 1 2 3

,:穣 9 時等 方

しヽ の
じ
仁

の

の通

電話番号について、携帯電話があれ !ゴ優先して記載する.
信設備は、船の種類や航行区域等に応じて国土交通省が定める要件に適合

連絡手段 (携帯電話)

連絡手段 ( 携帯電話  )

:ギ
li蔑者万画宅
~~1

1最寄 りの医療機関 |

※ がある

※遊漁給の連絡手段 ( )業務用無繰、 ( )衛塁電話、 (o〕 その他 (準幕亀焼 )
(該当に○)

遊漁船
海上保安機関 (Tel:118)
警察機関 (Tel i l10)
救急機関 (Tel:119)

( 携帯電話

‐'~~‐
■ 蜀ョ∴

=|■
1

:菫塾面白

鶴見支店

)電 話

大分県漁協

連絡責任者※ :緒方理恵
(Tel i080-3379-0178)

1. com): rie. 0419.

都道府県担当部署 :大分県漁業管理課

(Tel:   097-506-3918   )
(Fax:   097-506-1767    )
(e―mail :a163500pref.oita.lg,Jp

業務主任者の氏名 電話番号
メールア ドレス

緒方裕次郎 S,pleaSuFe07200gmail
.com

090-7168-9 135
0・ Jp

090-7161 -8796

Yuuei I 1@yahoo,c 船長の氏名 電話番号
メーールア ドレス

左同上

左 同

するもの。

・7346

=LI=´
自 Vノ 週劃ロー

俊 7806 l



大分73 氏名又 iI

梵調 R7  11 /15 変更爾 2

,:ll 10 ベ

)利用者の安全の確保
に必要な情報

′i
ヽ■ .“襲聾li姜:生 0_波蔵 _興溶彙_囃ル疑______……_______

」鯉 上獅 ゑ国

“
"W嶼
断等1二瀾す0愴報………__

ム壁螂抵_嵐象上奎渡二整上警報等の情:担________
乗船する利用者数
__車場は綺の杢騒 さ含まれ_登場合1き_r_2_本魏と____

において協議が調った事項や海面利用 1,秘
た事項など、地域における安全確保に関す

く

れ

/`、 ヽ
ヽ
`レ

ノ

について、案内する漁場を管轄す
る海面利用協議会が提供してい

‐
(‐ し`

た る

て い

ヽ

1 / 3:  / /



46 氏名又は名称 緒方裕彰
作成日 R7 12ン

′
15 2口 3:

,I墟 11 安全の確保のた 周 べき内 及び方法

周知の方法

(該当にO)

(○)遊漁船に周知内容を掲示する。
(○)遊漁船の乗船前に書面を配布、回覧する。
(○ )営業所のモニター又はタブレット端末等の電子機器で視聴 し
てもらう (ウ ェプサイ トに周知事項をまとめた動画等の視聴

等を含む)。

周知する内容 ○一般的事項
・出航から帰航するまでの間、船長及び業務主任者の指示 |こ
従うこと
。遊漁船の航行中はむやみに立ち歩かないこと
・航行申、波の影響により船体が動揺することがあるときは、動揺
が比較的小さい船体中央より後方の部分に乗船すること
,天候急変時の帰航決定について船長の指示に`i書 うこと
,救命胴衣等の救命設備の保管場所及び使用方法
・落水者の船上への引揚げを補助するはしご等の保管場所及び使用
方法
・落水者の発生等、非常時の場合における他の利用者への救助協力
・乗船中は船室内にいる場合を除き、救命胴衣 (船に備え付けられ
、又は持ち込まれた、尭合の種類や航行区域に応じて国土交通省が
定める要件に適合するもの)を着用すること
'その他 (                    )

○瀬渡しの場合
・瀬渡し申及び磯等の上において|ま国土交通省が定める要件と爾等
以上の性能を有する救命据躍衣を着用すること
,磯等で緊急事態が発生した場合における遊漁船との連絡方法
。その他 (                    )

漁場において口頭で
説明する。

○一般鋼事項
。案内する漁場において注意すべき事項
(4ζ集彎爾Aわ tよ、鷲楓 t亀毒Ъちしご

・その他 (

・安全管理の手法 (定期巡回
・船から磯、磯から船に渡る

(自 由記載 (必須)
。その他 (

0瀬渡
・磯等
・磯等

しの場合
からの
で天候
帰航時間
が急変した場合における避難場所

、携帯電話等での連絡 )
際に注意すべき事項

1:   /



氏名又 |ま
`

IF

t臓 R7 12ノ/15 変更日 / 3 //

別表12 公表する情報 (様式
.)

損害賠償保険について公表する情報

業務改善命令について公表する情報

船名 利用者 1人当たりの

填補限度額

利用定員又は

旅客定員

契約難問

事業者名

命令を受けた日

命令を受けた理轟

命令の内容

命令を受けて講じた (講じよう

とする}措置

挙録番号

1



登録番号 大 :分・7346 氏名又は名称 緒方裕次郎

作成日 R7  12′ /′ 15 変更曇 1:  / / 2 3

,:ll 13 16 :こ基づく調知の内容及び方法等

周知の方法

齢亥当:こ○)

(○)遊漁船に周知内容を掲示する。
(○)遊漁船の乗船前に書面で配布、回覧をする。
(○)営業所のモニター又はタブレット端末などで視聴してももう (ウ
ェブサイ トに周知事項をまとめた動画等の視聴等を含む)。

周知する内容 案内する漁場における、以下の関係法令等に基づく水産動植物の採捕
に関する制限又は禁止及び漁場の使用に関する市」限の内容 (漁具及び漁
法の制限、水産動植場の大きさの制限、採捕禁止となっている水産動植
物の種類等)を周知します。
① 水産資源保護法に基づく爆発物、有   毒物の使用禁止
② 漁業法及び水産資源保護法に基づく省令 (瀬戸内海漁業取締規則
ときヽ
■7ノ

③ 都道府県漁業調整規員」
④ 海区又は連合海区漁業調整委員会の指示
⑤ 広域漁業調整委員会の指示
③ 事業者が所属する団体が当事者となっている漁場利用協定 (沿岸
漁場整備開発法に基づき届出されたもの)
⑦ 事業者が所属する漁業協同組合が定めた資源管理規程 (水産業協
同組合法に基づき認定を受けたもの。)
③ 法に基づく協議会において協議が調った事項
◎ その他都道府県が提供している情報

上記の関係法令等に基づき、あるいは国や地方公共団体による採捕量
調査′ヽの報告が求められている水産動植物を利用者が採捕した場合|こは
、採捕量調査への協力をするよう周知します。

利用者保護の
ために業務主
任者が選守す
べき事項

・都道府県漁業調整規員」又は海区、連合海区若しくは広域漁業調整委員
会の指示によって定められた水産動植物 r″撃 補禁止区域 (利用者に採
捕させる水産動植物に係るものに限る。)に案内しません。
・周知した大きさの制限以下の水産動植物が相当程度採捕された場合は

、漁場の位置を変更します。
・周知した採捕禁止となっている水産動植物が相当程度採捕された場合
|ま、漁場の位置を変更します。
・その他 (                     )



別記様式第 番号  (様式例 )

都道府県 遊漁船業担当者 あて

法第 19条 |=基づく重大事故の報告書 (第 報 )

事故発生の目時及び場所 年  爆 園 時頃

遊漁般の名称

事業者の氏名又は名称 (法人の場合は代表者の
氏名も記入)
連絡先 ITEL e―mal

事業者の登録番号

1 マレ
し た_ は不

連絡先 il

事故の種類 (該当に○)
( )衝突事故、 ( )乗場・座礁事故、 ( )転覆事故
( )滅失 (沈没)事故、 ( )火災事故 ( )機関等故
障、 ( )その他 (               )

事故の原困

乗船 した船長の氏名

乗船した業務主任者の氏名
事故発生時の気象・海象等の

状況
死亡者、行方不明者及び負傷
者の数、負傷者の負傷の程度

死亡者数
行方不明者数

負傷者数

名

名
名 鍾師の治療を要する難問  日

猥壊した物及び損壊の程度

死亡者又は行方不明者がある
場合には、その者の氏名その

他参考になる情報
当該事故について講 じた措置

,す
VL

( )船釣 り ( )瀬渡 し ( )そ の他

乗船した利用者の数 名
備 考

※随時、明らかになった事実について追記・修正 したものを提出.

:|
TEL



別記様式第 2号 乗務記録  (様式例)

19

=:―,。

る い

難その他の異常の事態 ) についても、乗務記録に し、口頃の安全管理 |こ活用しま

年月 目

開始藪寺刻

終了時刻
開始場所

(終了場所 )

乗船した船長の氏名

乗船した遊漁船業務主任者の氏名

乗船 した従業者の氏名

遊漁船の名称

気象及び海象等の状況

案内した漁場の位置

利用者の数

利用者が採捕した主な水産動種物

重大な事故又は海難その他の異常
の事態が発生した場合には、その

概要及び原因※

気象若しくは海象等の状況が悪化
した場合又は海難その他の異常の

事態が発生した場合には、連絡責
任者に連絡した旨及び内容
遊漁船業者に対 し、出航判断に関
する意見、利用者の安全の確保及

び利益の保護並びに漁場の安定:(]

な利用関係の確保に関する意見を
した場合には、その旨及び内容

その他



別記様式第 3号 実務研修記録 (様式例)

の形態は、 の に)のし
※ 研修内容は、BI」紙の項 目の数値を記載。

１

２

氏I黎研修者名 研修実施者

(遊漁船業

務主任者 )
経験年

数

目
数

実施目 実施時間 業務の形態
※ 1

実施海域 研修内容
※ 2

1

2

3

4

5

6

7
（Ｘ
〕

9

1()

11

12

13

14

15

16

17

18

19
120

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30



目 内容

1,利用者の安全管理 ・出航前検査
・救命設備・通信設備の使用方法
・利用者に対する遵守すべき事項や出航中止、り′講港基準等の説明
・営業中の利用者 :::史の確認
・気象・海象等の情報の収集方法
・海域の特性 (水温、渡高)に応じた安全管理
・業態 (船釣り、瀬渡し、漁業体験等)や案内する漁場における水
産動植物の採捕に係る安全管理 等

2.漁場の選定 `漁場の選定に係る情報収集
・魚群探知機等の使用方法の習得 等

3.利用者への指導・
助雷

・水産動植物を採柿するための指導及び補助 (釣 り方、磯渡しの仕
方、安全確認等)
・乗客が採捕した水産動植物 (特にクロマグロ等採捕報告が義務付

けされているもの)の確認及び国が行う採捕量調査への協力の依

頼 等
4・ 気象等が悪化した

際の対応

・連絡体制、対応手順の確認
・漁場ごとの避難港の確認
・落水者の発生を想定した定難訓練の実施 (研修期間内に 1回以上
実施 )

5,その他 ・乗務記録の作成手法
・関係法令等の知識の習得
・上記に関連 した業務 等
・ 1～ 5の内容について習熟度を確認6.習熟度確認



実務研修習熟度確認表 (様式例)

その他
項 藝 内容

船釣 り _ 瀬渡 し

出航前検査
イ

通信設備 方法 /
利用者に対する遵守すべき事項や出航中止

基準等の説明
長ヽ港
/

気象・海象等の情報の収集方法

海域の特性 (水温ゝ波高 )

利用者の安全管

理

案内する漁場における

全管理

水産動植物の採捕に係

F

る安

漁場のil墾定に係る
漁場の選定

水産動植物を採捕するための指導及び補助

オlj用者への指導

・助言

た水産動植物 (特にクロマダロ等採

けされているもの)の確認及び国義務付

協力の依頼

の確認

ご と気象等が悪化し・
‐

た際の対応・
/
/    1
メ・
´
       |

落水者の発生を想定した定期訓練の実施 (研修期

閑内に 1回以上実施 )

乗務記録の作成手法

関係法令等の知識の習得

上記に関連した業務

/

営業中の利用者数の確認 /

情報最集
魚群探知機等の使用方法の習得

他


